
農政改革三対策の着実な推進について

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

農 林 水 産 省

農政改革三対策緊急検討本部

平成１９年度から導入された品目横断的経営安定対策、米政策改革及び

農地・水・環境保全向上対策について、実態に即した必要な改善等を行い

つつその着実な推進を図っていくため、別紙１から３の対策を講じること

とする。



（別紙１）

品目横断的経営安定対策の見直し

品目横断的経営安定対策については、制度の基本を維持しつつ、これを

地域に定着させていくため、現場から指摘された多くの問題を真摯に受け

止め、次のとおり地域の実態に即した見直しを行う。

１ 面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）

物理的特例や所得特例などの既存の各種特例を活用しても本対策に加

、 、入できない者であっても 地域農業の担い手として周囲からも認められ

熱意を持って営農に取り組む者であれば、本対策への加入の道が開かれ

るようにする。

このため、従来の知事特認制度に代えて、新たに市町村特認制度を創

設することとする。具体的には、地域の担い手として「地域水田農業ビ

ジョン」に位置付けられた認定農業者又は集落営農組織であって、市町

村が本対策への加入が相当であると認めるものについては、国との協議

により、本対策に加入できる道を開くこととする。また、その旨を、国

が定めるガイドラインにより周知徹底する。

２ 認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化

認定農業者の認定に当たり、市町村が独自の判断基準として年齢制限

を設けている場合、その硬直的な運用により意欲のある高齢農業者が地

域の担い手として排除されることのないよう、年齢制限の廃止又は弾力

的な運用を強力に指導する。

３ 集落営農組織に対する法人化等の指導の弾力化

集落営農組織は、集落総参加により組織化した段階のものから、オペ

レーターに実質的な経営が委ねられているものまで、多様な実態にある



ことを踏まえ、集落営農組織の法人化や主たる従事者の所得目標等の要

件についての現場での指導が、画一的なものや行き過ぎたものにならな

いよう、要領等で明記する。

４ 先進的な小麦等産地の振興

（１）小麦等穀物の国際相場が急騰する中で、近年、単収向上が著しい国

内の先進的な小麦産地やてん菜産地において、地域の生産力に見合っ

た収入が確保されるようにすること等により、小麦・てん菜が安定的

に生産し得るよう支援策を講ずる。

19’補正

(98億円)

20’当初追加小麦主産地緊急支援対策 １５１億円

(53億円)

19’補正

(7億円)

20’当初追加てん菜主産地緊急支援対策 １7億円

(10億円)

（２）１９年産の豊作に伴い、は種前契約数量を超過した麦が発生した産

地に対しては、２０年産以降、は種前契約数量を適切に設定する等の

取組が行われるよう、特別な支援を行う。

（19’団体基金事業）追加契約麦流通円滑化対策 ５億円

５ 収入減少影響緩和対策の充実

１９年産米については、米緊急対策の実施により価格が回復する兆し

が見えてきているが、万が一収入減少が１０％を超えることがあった場

合には、その１０％を超える収入減少に対しては、農家の積立金の拠出

なしに国の負担分による補てんが行われる特別な措置を講ずることによ

り、農家の不安を払拭する。

また、２０年産以降においては、このような積立金不足の事態が生じ



ないよう、農家の選択により１０％を超える収入減少に備えた積立金の

拠出が行える仕組みを設ける。

（20’当初追加）収入減少影響緩和対策 １１１億円

（１０％超下落対策）

６ 集落営農への支援

集落営農を組織化しやすくし、また小規模・高齢農家が参加しやすく

するとともに、既に組織化された集落営農の運営がより安定するよう、

合意形成に向けて集落リーダーが行う諸活動、融資やリースを活用した

機械・施設の整備等に対する支援を充実する。

７ 農家への交付金の支払の一本化、申請手続の簡素化等

（１）農家への交付金の支払の一本化（農協による立替払の実施及び交付

金支払時期の前倒し）

農家への麦等の販売代金とこれら作物に係る緑ゲタ（過去の生産実

績に基づく交付金 、黄ゲタ（毎年の生産量・品質に基づく交付金））

等の交付金の支払については、農家の資金繰りにも配慮し、農協系統

の協力を得て従来どおり立替払を実施することにより、農家に対しバ

ラバラにではなく、一括してまとまった支払が行われるようにする。

なお、農家への立替払が円滑に行われるよう、国は、交付金の交付

時期を前倒しする（緑ゲタは１０～１２月→７～８月、黄ゲタの麦分

は翌年２～３月→年内１２月まで 。）

（２）申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化

加入申請者や加入支援を行う農協系統等の事務負担を軽減するた

め、提出書類を大幅に削減・簡素化するとともに、申請時期を一定時

（ ） 。 、 、期 ４～６月 に集中化する また 加入申請等に係る諸事務に関し

農政事務所と都道府県、市町村その他の関係機関の連携を強化する。



８ その他

（１）用語の変更による誤解の解消

本対策に係る誤解を解消するとともに、制度の正しい理解の推進に

資するよう、制度における用語を変更する。なお、当分の間は、新用

語と旧用語を併記するなどして、現場が混乱しないよう留意する。

品目横断的経営安定対策 →（北海道向け）

水田・畑作経営所得安定対策

（都府県向け）

水田経営所得安定対策

ゲタ →（北海道向け）

麦・大豆等直接支払

（都府県向け）

麦・大豆直接支払

緑ゲタ → 固定払

黄ゲタ → 成績払

ナラシ → 収入減少補てん

経理の一元化 → 共同販売経理

（２）現場の要望を踏まえた運用の改善

以上のほか、生産現場からの要望を踏まえ、本制度の運用につき改

善を進める。その際、過去の生産実績の移動ルールに関しては、調整

のガイドラインを策定する。

（３）見直し内容の十分な周知

今回の見直し内容を生産現場に周知徹底するとともに、本制度の理

解の増進を図るため、本省及び地方農政局等に相談窓口を置く。

（４）農業資材費等の低減対策についての農協系統への要請

農家のコスト縮減や手取りの増加に資するよう、農協系統が自ら取

り組む経済事業改革等の中で、各種手数料の削減や資材費の引下げ等

につき具体的な目標を定め、計画的な取組を行うよう、農協系統に要

請する。



（５）農業共済制度における共済単収の適正化

、 、今回 小麦主産地緊急支援対策の対象となった市町村等については

災害時に適正な共済金が支払われるよう、農業共済制度における共済

、 、 。単収について 近年の単収向上の実態を踏まえ 早急に見直しを行う



（ ）別紙２

当面の生産調整の進め方

１ 基本的考え方

① 主食用米の消費の減少傾向を踏まえ、全都道府県・全地域で、１０

年程度先を見通した地域の水田農業のあり方、個別の農業経営のあり

方等を検討した上で、２０年産以降の生産調整の実効性の確保を目指

す。

② 食糧法の枠組みを踏まえつつ、行政（国・都道府県・市町村）も、

農協系統等と適切に連携して、全都道府県・全地域で生産調整目標を

達成するよう全力をあげる。

特に、１９年産の生産調整が目標未達となっている都道府県・市町

村において重点的に取り組む。

③ 都道府県段階・市町村段階における推進に当たっては、次の関係者

がそれぞれ及び相互に連携して生産調整目標を達成するため全力をあ

げることを確認する。特に、１９年産において大幅に過剰作付けとな

っている都道府県・市町村など、これまでの推進状況・達成状況等か

らみて必要な場合には、生産調整目標達成合意書の締結を行う。

○ 都道府県については、農協中央会長その他の農業者団体・集荷

団体の長、地方農政局長、都道府県担当部長等の関係者

○ 市町村については、農協中央会長・関係農協組合長その他の農

業者団体・集荷団体の長、地方農政局長又は地方農政事務所長、

都道府県担当部長、市町村長等の関係者

④ 都道府県協議会・地域協議会の運営に当たっては、その会長・事務

局いかんにかかわらず、メンバーとなっている農業者団体及び行政が

それぞれ及び相互に連携して積極的に取り組む。



⑤ 生産調整非実施者や非実施者から集荷している集荷業者・販売業者

に対しても、米の需給状況を認識し、適切な対応を取るよう強力に要

請する。

○ 全集連・全米販等との協議を進め、その結果を踏まえて、生産

調整の実効性確保に向けた更なる具体的方策を策定する。

⑥ 都道府県協議会・地域協議会の全国版として、全国協議会（全中・

全農・全集連・全米販・農林水産省等で構成）を設ける。

２ 主食用米の生産数量目標の適切な設定

（１）需要見通し

確実に需給バランスがとれる水準に設定する。

（毎年の需要減少量に毎年の変動幅を考慮し、主食用米需要見通しを

８１９万トンとする）

（２）都道府県別の需要量に関する情報

① 従来ルールに即しつつ、過剰作付県に対するペナルティと達成県

に対する配慮を行って配分する。

② 数量のほか、面積換算値も提示する。

○ その際の平年単収は、都道府県ごとの統計数値を用いて算定す

る。

○ 都道府県から市町村、市町村から地域協議会、地域協議会から

方針作成者への情報提供に当たっても、面積換算値を提示する。

○ 各段階において提供する面積換算値総数は、各段階が提供され

た面積換算値の範囲内に収まるようにすることを基本。

（３）都道府県間調整



１月１０日を目途として、次の条件で、都道府県から生産数量目標

の増減の申出を受け付けた上で、国が調整する。

○ 目標削減申出都道府県 産地づくり交付金を加算

（１１０千円／トンを上限）

○ 目標増加申出都道府県 産地づくり交付金を減額

（ ４０千円／トンを下限）

３ 「新規需要米」による生産調整方式の導入

○ 「主食用米 「加工用米」以外の米の新規需要について、当該用途」

に確実に使用することを農業者、需要者等の契約書及び誓約書で確認

した上で、生産調整にカウントする。

○ 契約書等に違反し、主食用等に横流しをした場合には、農業者及び

需要者等にペナルティ（産地づくり交付金等の返還、名称・違反事実

の公表、政府米買受資格の停止等）を課す。

４ 目標達成に向けたコントロールの強化

（１）目標配分段階

① 地域協議会は、全水稲作付農業者が直接又は間接に参画し、公正

な議論の上で、配分ルールを決定し、適切に目標が提供されるよう

措置する。

② 地域協議会は、①に当たっては、地域全体として目標が確実に達

成できるよう留意する。

③ 地域協議会は、目標配分後、配分した数量及び面積を県協議会経

由で全国協議会に報告する。



（２）作付段階

① 地域協議会は、作付終了後、地域内の水稲作付面積及び加工用米

・新規需要米の作付面積（この差を主食用作付面積とみなす）を県

協議会経由で全国協議会に報告する。

② 地域協議会は、面積把握に当たっては、共済組合・農政事務所等

と連絡を密にする。

○ 生産調整実施計画書・営農計画書と水稲共済引受申告書の様式

の一体化、生産調整実施状況の確認の合同実施、関係機関との作

付面積等についての情報交換・重点地域の現地確認等。

③ 地域協議会は、主食用作付面積が生産数量目標の面積換算値を超

える場合には青刈り・新規需要米の作付面積の拡大等の事後対策を

講ずる。

（３）収穫段階

① 地域協議会は、収穫後、地域内の総収穫量（篩下米を含む 、く）

ず米・加工用米・新規需要米・区分出荷米の販売予定数量（この差

を主食用販売数量とみなす）を県協議会経由で全国協議会に報告す

る。

② 数量把握に当たっては、共済組合、農政事務所等と連絡を密にす

る。

○ 生産調整実施状況の確認の合同実施、関係機関との収穫量（作

付面積・作柄等）についての情報交換・重点地域の現地確認等。

、 、③ 地域協議会は 主食用販売数量が生産数量目標を超える場合には

新規需要米の販売予定数量の拡大等の事後対策を講ずる。

これに関連して、現実にワークする出口対策のあり方について、

引き続き検討する。



５ 生産調整実施者メリット

（１）産地づくり交付金のうちの（２）以外の部分

前年産と同一の金額を都道府県別に配分する。

（２）新需給調整システム定着交付金のうちの１００億円

① ３０億円を２－（３）の都道府県間調整用の財源としてプールす

る。

② それ以外の部分について、１９年産の生産調整の取組実績に配慮

して配分する。

（３）地域水田農業活性化緊急対策（平成１９年度補正予算）

① 総額 ５００億円

② 内容

ア 麦、大豆、飼料作物等の生産の拡大

○ 地域協議会との５年契約を前提に、２０年産の麦・大豆・飼

料作物等の作付面積（生産調整の拡大分）について、５万円／

（ 、 ）１０ａの緊急一時金 １９年産の未達成者は ３万円／１０ａ

ただし、１農業者１００万円を上限（地域協議会が生産調整

目標の達成上特に必要であるとして都道府県協議会の承認を得

た場合は、その額を上限とする ）。

イ 非主食用米の低コスト生産技術の確立（多収品種・直播栽培・

二期作・麦と非主食用米の年２作等）

○ 地域協議会との３年契約を前提に、２０年産の試験圃場面積

（生産調整の拡大分）について、５万円／１０ａの緊急一時金



③ 配分

２０年産の生産調整の拡大への対応を中心として配分する。

６ 目標未達成の都道府県・地域・農業者への対処（ペナルティ）

（１）目標を達成したかどうかは、当該地域全体としての主食用作付面積

（全水稲作付面積から加工用米・新規需要米の作付面積を控除したも

の）で判定することを基本とする（作況による生産オーバーが発生し

た場合は、集荷円滑化対策等で対応 。）

ただし、当該地域全体としての主食用販売数量（総収穫量からくず

米・加工用米・新規需要米・区分出荷米の販売予定数量を控除したも

の）が生産数量目標の範囲内となっている場合も達成とする。

（ ） 、２ ２０年産の生産調整が目標未達となった都道府県・地域については

① ２０年産の産地づくり対策が、予定通り交付されないことがあり

得る。

② ２１年産の各種補助事業・融資について、不利な取扱いを受ける

ことがあり得る。

③ ２１年産の産地づくり対策について、不利な取扱いを受けること

があり得る。

なお、関係者は目標未達成とならないよう全力をあげることとし、

未達となった都道府県・地域の具体的な取扱いについては、２０年産

の生産調整のステージごとの推進状況・達成状況等を見ながら、適切

なタイミングで決定する。

（３）認定農業者であることが要件となっている農林漁業金融公庫のスー

パーＬ資金については、今後（平成１６年８月の借用証書変更以降の

借入れに適用 、生産調整非実施となったことを理由に認定農業者の）

認定が取り消された場合には、繰上償還を求めるとともに、農林水産



長期金融協会からの利子助成の措置を停止する。

スーパーＬ資金以外の政策融資、融資残補助をはじめとする各種政

策支援措置については、災害資金など一定の分野を除き、生産調整非

実施者をその対象としない方向で検討する。

７ 農協系統の役割等

（１）農協系統に対して、次のことを要請する。

① 食糧法の枠組みに基づく生産調整の主体である生産者団体とし

て、行政と連携して、生産調整の達成に責任を持って取り組む。

② 播種前契約、買取集荷等に積極的に取り組み、集荷率を上げる。

③ 篩下米や非主食用米の集荷・販売体制を確立し、多様な米需要に

的確に対応する。

（２）農協の生産調整非実施者からの米の集荷については、生産数量目標

の範囲内で締結された出荷予約契約の数量に着目し、生産数量目標の

範囲内の米とそれを超える米とで引受けや価格について差をつけて

も、原則として問題とならないことを周知する （なお、生産調整非。

実施者について、一律に不利益な扱いをすることは問題となるおそれ

がある ）。

８ その他

① 今後の生産調整の具体的進め方については、国・都道府県・市町村

・農業者団体等の連絡を密にし、必要な調整を行いながら決定する。

② 特に、各地の効果的な取組を関係者が共有し、また各地が抱える問

題点の解決策を見出せるような仕組み（メーリングリスト、ホームペ

ージ等）を設ける。



、 （ ） 、③ また 国 農政事務所等 及び都道府県・市町村並びに農業者団体

共済組合等関係機関は、作付面積等について情報交換を密にするとと

もに、農政事務所等が重点地域の現地確認を行うなど、共通認識の醸

成に努めるものとする。



（ ）別紙３

農地・水・環境保全向上対策に係る事務手続の簡素化

活動組織が行う採択申請及び報告の事務負担を軽減するため、提出書類

を大幅に削減・簡素化するとともに、実施の確認のための作業日報等の資

料についても簡素化する。

また、現場の農業者等がわかりやすい書類作成等の手続マニュアルを作

成する。


